２月定例会質問　　　宮川　　　２０２６年２月２７日　１２時

宮川えみ子です。日本共産党を代表して質問を行います。
２０２６年２月８日投票で行われた衆院選挙は、自民党が単独で３分の２の議席を超え憲法改定の発議も、参院で否決された法案を再可決する事もできるという戦後最大の議席を持ちました。しかし、選挙の結果をリアルに見れば、比例での自民党の得票率は３６、７％で、３分の２の議席は小選挙区制による「虚構の多数」であり、正確な民意の反映ではありません。
今度の選挙は、解散から投票日までわずか１６日間で、高市首相は統一協会や政治資金の問題などの追及を恐れ論戦を回避し、強い経済、国論を二分する政策とは言いましたが、大軍拡・非核三原則の見直し・改憲など、中身については語りませんでした。国民は高市首相に白紙委任したわけではありません。
選挙最終盤、新潟市の演説会で９条改憲をさせてもらいたいと１度言いましたが、この発言をきっかけに「♯・ママ戦争を止めてくるわ！」の反戦平和を求める声が激増し「私も戦争止めてくる」と言った投稿が、投票日の前日だけでも１００万件を超えました。

1、 高市政権の戦争国家づくりについて

1、 憲法九条改定について
私は１９４６年２月１４日生まれで、つい先日８０歳になりました。戦後８０年の歴史とともに生きてきました。私は今の中国東北部・旧満州に生まれ終戦後の大混乱の中で母に抱かれて日本本土に帰ってきました。私自身は戦争の記憶は直接ありませんが繰り返し語る母の話で戦争を疑似体験して育ちました。広い大地を屋根のない貨車に何日も揺られ、船底に押し込められての長期間の帰国の旅で、ゼロ歳児の私の生還は奇跡といわれました。山崎豊子の「大地の子」を見ながら運命の分かれ道を思いました。
どんなことがあっても、命を懸けても戦争に反対し続けた日本共産党は私の活動の原点です。
日本による侵略戦争と植民地支配、唯一の被爆国となり、日本人だけでも約３１０万人、アジアの人々２０００万人ともいうおびただしい犠牲を生みました。核の悲劇もうけました。あの戦争への深い反省の上に立ち、二度と戦争はしないという決意の中で憲法９条はできたのです。
かつて旧満州に出征した経験がある田中角栄元首相は、「戦争を知っているやつがいるうちは日本は安心だ。戦争を知らない世代がこの国の中核になった時が怖い」という言葉を残しています。
自衛隊は創設以来７２年、一人の外国人も殺さず、一人の戦死者も出してないのは憲法９条があったからです。

高市首相は昨年の臨時国会で「台湾有事が起これば存立危機事態になりうる」と重大発言をしましたが、これまでも緊張をあおる手法で求心力を高めてきました。今、求められるのは、緊張あおる事ではなく、徹底した外交努力です。ＡＳＥＡＮのように対話と協力の枠組みつくり、平和解決を定めた友好条約、人と物との交流・経済協力です。選挙直後の世論調査では（朝日１４日・１５日）高市政権に力を入れてほしい政策のトップは物価対策５１％で、憲法改正は５％に過ぎず、国民は憲法改正を求めていません。
知事は、2014年12月定例会での、わが党の長谷部淳元県議の質問に対し、自身の憲法観を語られました。重要な答弁ですので引用します。
　「日本が戦後、今日の平和と繁栄を手にすることができたのは、国民のたゆまぬ努力はもちろん、３つの基本原則を掲げた憲法の制定が国民の精神的支柱になるとともに、平和を希求する国家として国際社会からの信任を得たことが大きかったためであると認識をしております」「私は、こうした現行憲法の精神を原点として、一人一人が生きがいと幸せを実感できる豊かな県づくりを推進し、、震災と原発事故からの復興と県政の更なる発展に全力を尽くしてまいる考えであります」とのべておられます。
　今般の総選挙結果とその後の日本国憲法をめぐる高市総理の発言を見ても、この答弁の重要性はいま一際、輝いているのではないでしょうか。

[bookmark: _Hlk222932799]国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という「現行憲法の三つの基本原則」について、当然今後も守られるべきと思うが、知事の認識を伺います。

２、国是である非核三原則の見直しについて
ロシアによるウクライナ軍事侵略などで核兵器の使用危機が高まる中、一昨年、日本被団協がノーベル平和賞を受賞したことは大きな意義があります。核兵器と人類は共存できません。ところが、官邸高官の「核保有」発言が出てくるなど、で危機感を作り出し、それを常態化させて慣れさせるやり方などとんでもないことです。

唯一の戦争被爆国 として、国是である非核三原則の見直しを行わないよう国に求めるべきですが県の考えを伺います。
３、「復興特別所得税」の防衛目的化の中止について
政府与党は、東日本大震災復興のために所得税に２、１％上乗せし徴収している「復興特別所得税」のうち１％を来年１月から「防衛目的」に充てるとしています。
国は国民からの徴収を１０年引き延ばし復興に影響を与えないと言いますが負担増は同じことです。
防衛費確保のための復興特別所得税の見直しの中止を国に求めるべきと思うが、県の考えを伺います。

二、暮らし福祉を守ることについて
高市首相は、大軍拡、非核三原則の見直し、殺傷兵器を含む武器輸出の全面解禁、長距離ミサイル配備などアメリカ言いなりの「戦争国家づくり」を進めようとし、軍事予算をアメリカの言うがままに増やし続けています。
昨年１２月の国の補正予算で軍事費を一挙に増額し、ＧＤＰ比２％・１１兆円にしました。さらにトランプ大統領の要求は、ＧＤＰ比３、５％、さらに、５％と求めています。５％になると３０兆円になり、国民１人当たり年間２５万円・４人家族で１００万円です。
トランプ大統領は「法の支配」を投げ捨てベネズエラ侵略、グリーンランド領有の要求等、また、世界各地で力の支配を強行しようとしています。アメリカ言いなりで暮らしを脅かす軍事拡大は中止すべきです。
国民生活を支え、経済面でも重要な部分を占める年金、介護・医療などの社会保障や教育、中小企業や農業予算の大幅増額が求められています。
軍事費だけを突出させ、一方では「責任ある積極財政」だと言って赤字国債の大量発行で異常円安をもたらし物価高騰に拍車をかけるやり方は暮らしを守るどころか逆方向です。

１、消費税減税について
今回行われた衆院選では、物価高騰対策が一番の要望で、自民党も消費税減税を言わざるを得なくなくなりました。
自民党は「食料品２年間ゼロ」を提案していますが、食料品の引き下げだけでは、飲食店などは材料費に係る消費税の控除ができなくなると深刻な声です。
日本共産党は、物価対策として最も効果が大きい消費税一律５％減税を提案しています。そして、争点になっている財源については、消費税を導入したときから進めてきた大企業優遇税制を改めて、中小企業を除く法人税率を２８％に戻すことで４、３兆円、大企業優遇税制の廃止・縮小で１０兆円、富裕層への課税強化で２、２兆円を財源にすることを提案しています。
消費税の一律５パーセントへの減税を国に求めるべきと思うが、県の考え　を伺います。

2、 賃金引き上げ支援について
実質賃金が11か月連続マイナスとなっている中、物価高騰の中で賃金引き上げが喫緊の課題となっています。最低賃金全国一律１，５００円の早期実現、そして、１７００円は待ったなしです。
この間、大企業は様々な減税策を受け内部留保金は５８０兆円も積み上げました。日本共産党は、この内部留保金の一部の時限的課税で、１０兆円の原資を作り、中小企業を支援し賃上げが進むよう提案しています。
中小企業が賃金を引き上げるための直接支援を国に求めるべきと思うが県の考えを伺います。

中小業者も労働者も守ることが重要ですが、最賃は上がったが、経営が大変という声です。
あるお弁当屋さんは材料も賃金も上がって儲けがほとんどなくなったことから、働いてもらう時間をへらし給料を据え置かざるを得なかったと言います。
12月補正予算で県独自の賃上げ支援を行って喜ばれていますが、
中小企業賃上げ緊急一時支援事業について、新年度も継続すべきと思うが伺います。

3、 [bookmark: _Hlk222238740]医療の充実について
自民・維新の会の合意で医療費４兆円の削減を進めようとしています。
社会保障については「現役世代の負担軽減」を口実に医療と介護で患者・利用者に大幅な負担増を求めようとしています。

市販薬と同等の成分・効能を持つ処方薬、いわゆるＯＴＣ類似薬の患者負担を増額することについて、国に中止を求めるべきと思いますが、県の考えを伺います

国民の強い反対で凍結されていた高額療養費の自己負担限度額も復活させ　来年度予算に盛り込みました。今年８月から２段階で上限を引き上げ、最大３８％の負担増の押し付けです。
高額療養費自己負担限度額の引き上げについて、国に中止を求めるべきです県の考えを伺います、

厚生労働省が診療報酬改定に向けて実施したパブリックコメントに、５８０８件もの意見が殺到しました。物価や賃金、人手不足等医療機関を取り巻く環境への対応を求める意見が全体の３５％で、医療現場の厳しい経営環境が浮き彫りになりました。（２月１３日赤旗）
新年度の診療報酬改定は、本体で3.09％、その他を含めた全体で2.2%の引き上げですが、現場からは、これではとても追いつかない、１０％以上の改定は必要と切実な声が上がっていますが、
国に対し、物価高騰に見合った診療報酬の抜本的引上げを求めるべきと思うが県の考えを伺います。

三、学校給食無償化について
世論に押され、ようやく国も新年度から小学校の学校給食費の定額補助を実施することになりました。長年にわたる国民運動と議会論戦によるものであり、歓迎されます。
しかし、中学校の給食費無償化は行いません。
公立中学校の給食費を国が無償化するよう求めるべきですが、県教育委員会の考えを伺います。
国が公立中学校の給食費を無償化するまでの間、県が無償化すべきと思いますが伺います。

　　本県の一人当たりの食材費は２０２４年度でも、月平均５３８０円です。今回の国基準は５２００円ですから、このままでは市町村が負担することになるか個人負担になってしまいます。質の低下を招かないよう、
市町村立小学校の給食費について国の支援基準額を超える分を県が支援すべきと思いますが、県教育委員会の考えを伺います。

いわき市では、小学校中学校の完全無償化が実現しました。しかし同じいわき市の子どもなのに、県立学校は完全無償化になりません。
県立特別支援学校中学部の給食費を県が無償化すべきと思いますが、県教育委員会の考えを伺います。

四、人口減少対策について
本県の若者の県外流出に歯止めが掛かっていません。人口流出は広島県に次いで全国２番目です。
原発事故からの県民の復興を後景に追いやってきたことも大きな要因です。
福島県で安心して働き結婚、子育てを選択できる環境を整備する上で、正規雇用を増やすことは不可欠です。
若者の県内定着を進めるため、非正規雇用から正規雇用への転換を促す支援を強化すべきと思うが、県の考えを伺います。 

高い学費と奨学金の返還が、若者の生活を圧迫する大きな要因となっています。県内企業に就職する若者への
県独自の奨学金返還支援事業については、対象者・定員及び予算を大幅に拡充すべきですが伺います。
教員を対象とする奨学金の返還支援を行うべきと思うが、県教育委員会の考えを伺います。

5、 [bookmark: _Hlk222158840][bookmark: _Hlk222825221]高齢者福祉について
補聴器購入支援事業は、県内では１７自治体が公的助成制度を設けていますが、新年度からは、いわき市・郡山市、平田村等で始まる予定です。認知症防止効果が高いとされる有効な事業です。
県は、高齢者福祉として補聴器の購入を支援すべきと思いますが、考えを伺います。

後期高齢者医療資格確認書は、今まではマイナ保険証保有の有無にかかわらず、無条件で全員に送付今されていました。しかし、今年の７月からは、発行するかどうかは、広域連合にゆだねるとしています。
後期高齢者医療制度の資格確認書は、引き続き職権により対象者全員に発行すべきですが、県の考えを伺います。

六、原発事故対応について
まもなく３・１１、大震災・東京電力福島第一原発事故からまる１５年を迎えます。
原発事故は、私たちの暮らしのすべてを一変させました。避難区域では、津波にあっても助けられたはずの命が失われ、土にこだわっての農業も、漁業も、キノコなど、県内全域で被害を受け続けています。
故郷に帰還をした人、あきらめた人も心に大きな傷を負い、汚染土壌や処理水の処分、また、事故原発は今もって緊急事態宣言が続いています。人類が経験したことのない途方もない困難な対策に今後世代を超えて続くことになります。
しかし、わずか15年もたたないのに、昨年２月閣議決定された「第７次エネルギー基本計画」では、まるで原発事故がなかったかのように、次々と再稼働を進めています。共産党は原発事故前も様々な角度から事故を防ぐための警告・提案をしてきましたが、今また、再び事故を起こしかねない無責任、反省なしの国の強行です。

浜岡原発の地震対策でのデータ改ざんが判明しましたが、ほぼ全原発で同じ事業者が担当しています。この改ざんを原子力規制委員会は見抜けなかっただけでなく、他の原発の再調査は行わないとし、安全に責任を負わず、完全に事故前の無責任体制に戻っています。
新規制基準に基づく適合性審査における基準地震動の策定に関するデータについて不正がないか、全ての原発を対象に再調査を行うよう原子力規制委員会に強く求めるべきですが、県の考えを伺います。

共産党の辰巳孝太郎衆院議員の調査では、東電も地震対策調査は同じ事業者に委託を行っていると認めています。
東電に対しても、再稼働申請にかかわる基準地震動データの再調査を行うよう国と東京電力、原子力規制委員会に強く求めるべきです。
柏崎刈羽原発６号機は1月に再稼働してからも数々のトラブルを引き起こしていますが、
新規制基準に基づく適合性審査における基準地震動に関する再調査を行っていないことに加え、制御棒に係るトラブルが発生した柏崎刈羽原発は危険であり、国と東京電力に対し、再稼働中止を求めるべきと思うが、県の考えを伺います。

国のエネルギー基本計画は、再生可能エネルギーの出力抑制、原発依存など、気候危機対策に逆行するものです。
再エネ由来の電力を積極的に活用するため
再エネの出力抑制はやめるよう国に求めるべきですが県の考えを伺います。 

復興は、ハード面に多額の予算を投入する大企業の儲け優先の「惨事便乗型」ではなく、被災者や避難者への支援を行う「人間の復興」に重点を置き、原発避難者の医療・介護の減免、避難者が安心して帰還できる支援策など、今後も継続した支援を国に求めるべきです。 
第三期復興創生期間が新年度から始まりますが、
これまでの１５年の復興予算について、県民世論調査の項目に加え、検証に生かすべきですが県の考えを伺います。

避難地域の国保税や介護保険料は全国的に見ても高い水準であり、減免打　ち切りは住民の帰還判断の障壁となるとともに、自治体の存続にも関わる深刻な課題です。
避難指示区域等の国保税、介護保険料、医療費の一部負担金等の減免措置を継続・再開するよう国に求めるべきと思うが、県の考えを伺います。

七、気候危機打開について 
アメリカのトランプ大統領は化石燃料を推進をすると表明し、気候危機に真逆の方向です。しかし、「地球沸騰化」といわれるように、すでに地球的規模で後戻りできないティッピングポイントを超え、昨年11月のＣＯＰ３０でもＣＯ２削減と気候危機打開は、人類と地球にとって待ったなしの課題としました。 
２０３５年度までに、２０１３年度比７５～８０％削減（２０１９年度比７１～７７％削減）をめざすよう国に求めること。削減目標と計画策定を閣議決定だけで行うやり方を見直し、専門家の英知の結集、市民参加を保障し、国会で審議・決定するよう国に求めるべきです。 
日本は世界でも５番目の化石燃料の排出国です。
石炭火力を２０３０年度までに廃止するよう国に求めるべきですが、県の考えを伺います。

福島県気候変動対策推進計画に、石炭火力の廃止を明記すべきと思うが、県の考えを伺います。

本県は、原発事故後に「再生可能エネルギー先駆けの地」を掲げ、2040 年までに再エネ１００％を めざすとして推進してきましたが、メガ発電による環境破壊などのトラブルが県内各地で発生しています。
再エネ発電事業については、数値目標ありきを見直し、乱開発・環境破壊につながる大規模再エネ発電事業を規制する県条例を制定すべきですが、県の考えを伺います。

命にかかわる気候危機が進行しています。
異常気象の下で、低所得世帯へのエアコン購入費用の補助を行うべきと思うが、県の考えを伺います。 

昨年も地震や津波警報が発令され、猛暑での避難となりました。体育館のエアコン設置は、避難所としての対策だけでなく、気候危機が進む中で子どもたちを含めて夏場は外での運動や活動ができにくくなってきている事からも重要です。
約７割の県立高校体育館が避難所に指定されており、早期に高校体育館のエアコン設置を進め、避難所はエアコン設置を必須要件とすべきです。県教育委員会は、新年度から事業を進めるとのことですが、
県立高等学校の体育館へのエアコン設置を交付金の対象とするよう国に求めるとともに、避難所となる県立高等学校の体育館へのエアコン設置を緊急に進めるべきと思うが、県教育委員会の考えを伺います。

八、農業政策について
「令和の米騒動」は、国がコメの供給に責任を持たなかったことにあります。
米農家では価格が安定せず、高額な農機具購入も採算が合わず、高齢化も進んでおります。中小農家だけでなく大規模農家も後継ぎが決まらず、コメ生産農家はあと５年は持たないと言われています。
「食料安全保障」というのであれば、農業を基幹産業として位置づけ、主食の米の安定供給をはじめ食料自給率の向上、農産物の価格保障・農家の所得補償を行うべきです。
高市政権は需要に応じた生産という文言を食糧法に書き込もうとしていますが、
米の安定供給の国の責任放棄につながる食糧法の改定を中止するよう国に求めるべきですが県の考えを伺います。 

[bookmark: _Hlk222245870]新規就農者、特に稲作の新規就農者を増やすため、新規就農者支援制度の年齢要件を撤廃するよう国に求めるべきですが、県の考えを伺います。
合わせて、
稲作農家における、中古を含めた農業機械の共同購入を支援すべきですが伺います。


九、クマ等有害鳥獣被害対策について
クマも有害鳥獣に加わったことから、クマによる災害級の被害への対策を引き続き行うことが重要です。
県は、ツキノワグマ対策に取り組む市町村をどのように支援していくのか伺います。

クマも含めた有害鳥獣対策の予算の拡充を国に求めるべきですが県の考えを伺います。

十、教育の充実について 
自民党政治の下で、軍事費は教育費の２倍、農業の４倍になっています。
OECD 加盟国中ワースト２位（GDP 比）の公教育予算を大幅に引き上げ、教育費の保護者負担の軽減、本県でも不足している正教員の増員と処遇改善を進めるべきです。
茨城県では、先月１３日までに教員の産休・育休などで欠員が生じた場合に代替で雇う臨時的任用教員（臨時教員）について約１６００人を２０３２年度までに段階的に正規化する方針を決めました。代替教員を探す現場の負担軽減や、教員の安定確保につなげるとしています。
困難になっている本県独自の３０人・３０人程度の少人数学級は、正規教員を充当することで完全実施すべきです。（２月１４日赤旗）
茨城県のように
公立学校において、目標を持って、講師等の経験がある教員を正規教員として採用すべきと思うが、県教育委員会の考えを伺います。

十一、ジェンダー平等について
世論の高まりもふまえ、県としてあらゆる分野でジェンダー平等を貫くことが重要です。求めていた緊急避妊薬の購入もできるようになりました。
選択的夫婦別姓制度の早期実施を国に求めてきましたが、また、国連や経団連も要望していますが、高市政権はこれに背を向け、通称使用を法制化し現状を固定化しようとしています。
選択的夫婦別姓の早期実施を国に求めるべきですが伺います。

女性トイレの改善について
駅や空港、商業施設、公共施設など女性トイレに長時間待ちの行列ができる問題で、政府は昨年７月に改善に向けた関係省庁連絡会議を初めて開催しました。トイレ設置数の点検見直しを進めることの確認、大規模イベントでの女性トイレの十分な確保などを求め通知を発出しました。日本共産党の井上さとし参院議員が国会で繰り返し求めていたものです。
トイレの問題は人権問題です。
県合同庁舎のトイレの洋式化を進めるべきですが伺います。

女性用トイレの行列解消に向け、公共性の高い施設の女性用トイレの数を増やすべきですが、県の考えを伺います。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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